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【手続補正書】
【提出日】平成24年1月31日(2012.1.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　始動条件の成立にもとづいて各々を識別可能な複数種類の識別情報を可変表示可能な複
数の可変表示部を有する可変表示装置を備え、全ての前記可変表示部において可変表示が
終了して識別情報が停止したときに、特定の識別情報の組み合せが停止したことにもとづ
いて遊技者にとって有利な特定遊技状態に移行させる遊技機であって、
　前記特定遊技状態に移行させるか否かを識別情報を停止させる以前に決定する事前決定
手段と、
　前記事前決定手段の決定にもとづいて、前記可変表示装置における識別情報の可変表示
パターンを決定する可変表示パターン決定手段と、
　前記可変表示パターン決定手段が決定した可変表示パターンにもとづいて、前記可変表
示装置の識別情報を可変表示させ、その後停止させる表示制御手段と、を備え、
　前記可変表示パターン決定手段は、識別情報の可変表示を開始させてから識別情報を仮
停止させた後、仮停止させた識別情報の可変表示を再開させる再可変表示態様を１回また
は複数回行うことに対応した可変表示パターンである複数回可変表示パターンを決定可能
であって、
　前記表示制御手段は、
　全ての可変表示部の識別情報の可変表示を開始させる可変表示開始手段と、
　可変表示する各々の可変表示部毎に識別情報を時間差をもって仮停止させ、その後仮停
止した全ての可変表示部の識別情報を停止させる識別情報停止手段と、
　前記可変表示パターンが決定した前記複数回可変表示パターンにもとづいて、前記可変
表示部のうち最後に識別情報が仮停止する最終仮停止可変表示部を除く前記可変表示部の
少なくとも一部において識別情報が仮停止してから前記最終仮停止可変表示部に識別情報
が仮停止するまでの間に、一部の可変表示部において仮停止した識別情報の可変表示を再
開させ、その後当該仮停止した識別情報とは異なる識別情報を仮停止させる識別情報変更
演出を実行する識別情報変更手段と、
　前記識別情報変更手段により前記識別情報変更演出が実行された後、識別情報の可変表
示を再開させる再可変表示手段と、を備え、
　前記可変表示パターン決定手段は、前記再可変表示態様の回数が多い程、前記特定遊技
状態に移行される割合が高くなるように、前記複数回可変表示パターンを決定し、
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　前記識別情報変更手段は、前記最終仮停止可変表示部を除く可変表示部の識別情報を仮
停止させた時点でリーチ状態を形成し、当該リーチ状態を形成する一部の可変表示部にお
いて仮停止した識別情報の可変表示を再開させ、その後当該仮停止した識別情報とは異な
る識別情報を仮停止させる識別情報変更演出を実行する手段を含み、
　前記可変表示パターン決定手段は、識別情報を予め定められた特殊組み合せで仮停止さ
せた後に前記再可変表示態様を行ってから前記特定の識別情報の組み合せが停止する期待
度の高いことを示す特殊なパターンに移行する第１可変表示パターンと、識別情報を予め
定められた特殊組み合せで仮停止させた後に前記再可変表示態様を行うことなく前記特殊
なパターンに移行する第２可変表示パターンと、を決定可能である
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　始動条件の成立にもとづいて各々を識別可能な複数種類の識別情報を可変表示可能な複
数の可変表示部を有する可変表示装置を備え、全ての前記可変表示部において可変表示が
終了して識別情報が停止したときに、特定の識別情報の組み合せが停止したことにもとづ
いて遊技者にとって有利な特定遊技状態に移行させる遊技機であって、
　前記特定遊技状態に移行させるか否かを識別情報を停止させる以前に決定する事前決定
手段と、
　前記事前決定手段の決定にもとづいて、前記可変表示装置における識別情報の可変表示
パターンを決定する可変表示パターン決定手段と、
　前記可変表示パターン決定手段が決定した可変表示パターンにもとづいて、前記可変表
示装置の識別情報を可変表示させ、その後停止させる表示制御手段と、を備え、
　前記可変表示パターン決定手段は、識別情報の可変表示を開始させてから識別情報を仮
停止させた後、仮停止させた識別情報の可変表示を再開させる再可変表示態様を１回また
は複数回行うことに対応した可変表示パターンである複数回可変表示パターンを決定可能
であって、
　前記表示制御手段は、
　全ての可変表示部の識別情報の可変表示を開始させる可変表示開始手段と、
　可変表示する各々の可変表示部毎に識別情報を時間差をもって仮停止させ、その後仮停
止した全ての可変表示部の識別情報を停止させる識別情報停止手段と、
　前記可変表示パターンが決定した前記複数回可変表示パターンにもとづいて、前記可変
表示部のうち最後に識別情報が仮停止する最終仮停止可変表示部を除く前記可変表示部の
少なくとも一部において、当該可変表示部に前記識別情報停止手段が識別情報を仮停止さ
せる前の所定のタイミングから、通常可変表示態様、または、当該通常可変表示態様と一
部のみが共通する特定可変表示態様で可変表示を行う可変表示態様実行手段と、
　前記可変表示態様実行手段により前記通常可変表示態様で可変表示が実行された場合と
、前記特定可変表示態様で可変表示が実行された場合と、で当該可変表示が実行された前
記可変表示部に異なる識別情報を仮停止させる仮停止手段と、
　前記可変表示態様実行手段により前記特定可変表示態様で可変表示が実行され、前記仮
停止手段により前記可変表示部に前記識別情報が仮停止された後、識別情報の可変表示を
再開させる再可変表示手段と、を備え、
　前記可変表示パターン決定手段は、前記再可変表示態様の回数が多い程、前記特定遊技
状態に移行される割合が高くなるように、前記複数回可変表示パターンを決定し、
　前記特定可変表示態様は、前記所定のタイミングから前記通常可変表示態様と共通する
態様で可変表示が実行された後に、特殊な態様で可変表示が実行される可変表示態様であ
って、
　前記仮停止手段は、前記通常可変表示態様で可変表示が実行された場合は、前記最終仮
停止可変表示部を除く可変表示部の識別情報を仮停止させた時点でリーチ状態を形成する
識別情報を仮停止させ、前記特定可変表示態様で可変表示が実行された場合は、前記特殊
な態様での可変表示が実行された後、前記最終仮停止可変表示部を除く可変表示部の識別
情報を仮停止させた時点で前記リーチ状態を形成しない識別情報を仮停止させ、
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　前記可変表示パターン決定手段は、識別情報を予め定められた特殊組み合せで仮停止さ
せた後に前記再可変表示態様を行ってから前記特定の識別情報の組み合せが停止する期待
度の高いことを示す特殊なパターンに移行する第１可変表示パターンと、識別情報を予め
定められた特殊組み合せで仮停止させた後に前記再可変表示態様を行うことなく前記特殊
なパターンに移行する第２可変表示パターンと、を決定可能である
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項３】
　始動条件の成立にもとづいて各々を識別可能な複数種類の識別情報を可変表示可能な複
数の可変表示部を有する可変表示装置を備え、全ての前記可変表示部において可変表示が
終了して識別情報が停止したときに、特定の識別情報の組み合せが停止したことにもとづ
いて遊技者にとって有利な特定遊技状態に移行させる遊技機であって、
　前記特定遊技状態に移行させるか否かを識別情報を停止させる以前に決定する事前決定
手段と、
　前記事前決定手段の決定にもとづいて、前記可変表示装置における識別情報の可変表示
パターンを決定する可変表示パターン決定手段と、
　前記可変表示パターン決定手段が決定した可変表示パターンにもとづいて、前記可変表
示装置の識別情報を可変表示させ、その後停止させる表示制御手段と、を備え、
　前記可変表示パターン決定手段は、識別情報の可変表示を開始させてから識別情報を仮
停止させた後、仮停止させた識別情報の可変表示を再開させる再可変表示態様を１回また
は複数回行うことに対応した可変表示パターンである複数回可変表示パターンを決定可能
であって、
　前記表示制御手段は、
　全ての可変表示部の識別情報の可変表示を開始させる可変表示開始手段と、
　可変表示する各々の可変表示部毎に識別情報を時間差をもって仮停止させ、その後仮停
止した全ての可変表示部の識別情報を停止させる識別情報停止手段と、
　前記可変表示パターンが決定した前記複数回可変表示パターンにもとづいて、前記可変
表示部のうち最後に識別情報が仮停止する最終仮停止可変表示部を除く前記可変表示部の
少なくとも一部において識別情報が仮停止してから前記最終仮停止可変表示部に識別情報
が仮停止するまでの間に、一部の可変表示部において仮停止した識別情報の可変表示を再
開させ、その後当該仮停止した識別情報とは異なる識別情報を仮停止させる識別情報変更
演出を実行する識別情報変更手段と、
　前記識別情報変更手段により前記識別情報変更演出が実行された後、識別情報の可変表
示を再開させる再可変表示手段と、を備え、
　前記可変表示パターン決定手段は、前記再可変表示態様の回数が多い程、前記特定遊技
状態に移行される割合が高くなるように、前記複数回可変表示パターンを決定し、
　前記識別情報変更手段は、前記最終仮停止可変表示部を除く可変表示部の識別情報を仮
停止させた時点でリーチ状態を形成し、当該リーチ状態を形成する一部の可変表示部にお
いて仮停止した識別情報の可変表示を再開させ、その後当該仮停止した識別情報とは異な
る識別情報を仮停止させる識別情報変更演出を実行する手段を含み、
　前記表示制御手段は、
　前記可変表示パターンが決定した前記複数回可変表示パターンにもとづいて、前記識別
情報変更演出を実行せずに再可変表示態様を１回または複数回実行する再可変表示態様実
行手段と、
　前記可変表示パターンが決定した前記複数回可変表示パターンにもとづいて可変表示を
実行するときには、前記識別情報変更演出を実行するか否かに応じて、可変表示再開前に
仮停止させる識別情報を決定する手段と、をさらに備える
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項４】
　始動条件の成立にもとづいて各々を識別可能な複数種類の識別情報を可変表示可能な複
数の可変表示部を有する可変表示装置を備え、全ての前記可変表示部において可変表示が
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終了して識別情報が停止したときに、特定の識別情報の組み合せが停止したことにもとづ
いて遊技者にとって有利な特定遊技状態に移行させる遊技機であって、
　前記特定遊技状態に移行させるか否かを識別情報を停止させる以前に決定する事前決定
手段と、
　前記事前決定手段の決定にもとづいて、前記可変表示装置における識別情報の可変表示
パターンを決定する可変表示パターン決定手段と、
　前記可変表示パターン決定手段が決定した可変表示パターンにもとづいて、前記可変表
示装置の識別情報を可変表示させ、その後停止させる表示制御手段と、を備え、
　前記可変表示パターン決定手段は、識別情報の可変表示を開始させてから識別情報を仮
停止させた後、仮停止させた識別情報の可変表示を再開させる再可変表示態様を１回また
は複数回行うことに対応した可変表示パターンである複数回可変表示パターンを決定可能
であって、
　前記表示制御手段は、
　全ての可変表示部の識別情報の可変表示を開始させる可変表示開始手段と、
　可変表示する各々の可変表示部毎に識別情報を時間差をもって仮停止させ、その後仮停
止した全ての可変表示部の識別情報を停止させる識別情報停止手段と、
　前記可変表示パターンが決定した前記複数回可変表示パターンにもとづいて、前記可変
表示部のうち最後に識別情報が仮停止する最終仮停止可変表示部を除く前記可変表示部の
少なくとも一部において、当該可変表示部に前記識別情報停止手段が識別情報を仮停止さ
せる前の所定のタイミングから、通常可変表示態様、または、当該通常可変表示態様と一
部のみが共通する特定可変表示態様で可変表示を行う可変表示態様実行手段と、
　前記可変表示態様実行手段により前記通常可変表示態様で可変表示が実行された場合と
、前記特定可変表示態様で可変表示が実行された場合と、で当該可変表示が実行された前
記可変表示部に異なる識別情報を仮停止させる仮停止手段と、
　前記可変表示態様実行手段により前記特定可変表示態様で可変表示が実行され、前記仮
停止手段により前記可変表示部に前記識別情報が仮停止された後、識別情報の可変表示を
再開させる再可変表示手段と、を備え、
　前記可変表示パターン決定手段は、前記再可変表示態様の回数が多い程、前記特定遊技
状態に移行される割合が高くなるように、前記複数回可変表示パターンを決定し、
　前記特定可変表示態様は、前記所定のタイミングから前記通常可変表示態様と共通する
態様で可変表示が実行された後に、特殊な態様で可変表示が実行される可変表示態様であ
って、
　前記仮停止手段は、前記通常可変表示態様で可変表示が実行された場合は、前記最終仮
停止可変表示部を除く可変表示部の識別情報を仮停止させた時点でリーチ状態を形成する
識別情報を仮停止させ、前記特定可変表示態様で可変表示が実行された場合は、前記特殊
な態様での可変表示が実行された後、前記最終仮停止可変表示部を除く可変表示部の識別
情報を仮停止させた時点で前記リーチ状態を形成しない識別情報を仮停止させ、
　前記表示制御手段は、
　前記可変表示パターンが決定した前記複数回可変表示パターンにもとづいて、前記特定
可変表示態様で可変表示を実行せずに再可変表示態様を１回または複数回実行する再可変
表示態様実行手段と、
　前記可変表示パターンが決定した前記複数回可変表示パターンにもとづいて可変表示を
実行するときには、前記特定可変表示態様で可変表示を実行するか否かに応じて、可変表
示再開前に仮停止させる識別情報を決定する手段と、をさらに備える
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０００９】
　本発明による遊技機は、始動条件の成立（例えば、始動入賞口１４に入賞すること）に
もとづいて各々を識別可能な複数種類の識別情報（例えば左・中・右の飾り図柄）を可変
表示可能な複数の可変表示部（例えば、左・中・右の表示領域）を有する可変表示装置（
例えば可変表示装置９）を備え、全ての可変表示部において可変表示が終了して識別情報
が停止したときに、特定の識別情報の組み合せ（例えば大当り図柄）が停止したことにも
とづいて遊技者にとって有利な特定遊技状態（例えば大当り遊技状態）に移行させる遊技
機（例えばパチンコ遊技機１）であって、特定遊技状態に移行させるか否かを識別情報を
停止させる以前に決定する事前決定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ５６
０におけるステップＳ５７～Ｓ５９を実行する部分）と、事前決定手段の決定にもとづい
て、可変表示装置における識別情報の可変表示パターンを決定する可変表示パターン決定
手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０におけるステップＳ２０１～Ｓ２
０７を実行する部分）と、可変表示パターン決定手段が決定した可変表示パターンにもと
づいて、可変表示装置の識別情報を可変表示させ、その後停止させる表示制御手段（例え
ば、演出制御用マイクロコンピュータ１００）と、を備え、可変表示パターン決定手段は
、識別情報の可変表示を開始させてから可変表示部の識別情報を仮停止させた後、仮停止
させた識別情報の可変表示を再開させる再可変表示態様（例えば擬似連続変動）を１回ま
たは複数回行うことに対応した可変表示パターンである複数回可変表示パターン（例えば
、擬似連続変動を含む変動パターン）を決定可能であって、表示制御手段は、全ての可変
表示部の識別情報の可変表示を開始させる可変表示開始手段（例えば、演出制御用マイク
ロコンピュータ１００におけるステップＳ８０１の飾り図柄変動開始処理を実行する部分
）と、可変表示する各々の可変表示部毎に識別情報を時間差をもって仮停止させ、その後
仮停止した全ての可変表示部の識別情報を停止させる識別情報停止手段（例えば、演出制
御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ８０３の飾り図柄変動停止処理を実
行する部分）と、可変表示パターンが決定した複数回可変表示パターンにもとづいて、可
変表示部のうち最後に識別情報が仮停止する最終仮停止可変表示部（例えば、可変表示装
置９における中の表示領域）を除く可変表示部の少なくとも一部において識別情報が仮停
止してから最終仮停止可変表示部に識別情報が仮停止するまでの間に、一部の可変表示部
において仮停止した識別情報の可変表示を再開させ、その後当該仮停止した識別情報とは
異なる識別情報を仮停止させる識別情報変更演出（例えば、すべり演出）を実行する識別
情報変更手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００がステップＳ１２１４に
て決定した図柄からステップＳ１２１６にて決定した図柄に変更するすべり演出を実行す
る部分）と、識別情報変更手段により識別情報変更演出が実行された後、識別情報の可変
表示を再開させる再可変表示手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００がス
テップＳ１２１２、Ｓ１２１６、Ｓ１２１８にて決定した仮停止図柄を仮停止させた後に
擬似連変動を実行する部分）と、を備え、可変表示パターン決定手段は、再可変表示態様
の回数が多い程、特定遊技状態に移行される割合が高くなる（例えば、擬似連続変動は最
大４回まで実施され、擬似連続変動を含む変動パターンでは、擬似連続変動の回数が多い
ほど大当りの発生する割合が高くなる）ように、複数回可変表示パターンを決定し、識別
情報変更手段は、最終仮停止可変表示部を除く可変表示部の識別情報を仮停止させた時点
でリーチ状態を形成し、当該リーチ状態を形成する一部の可変表示部において仮停止した
識別情報の可変表示を再開させ、その後当該仮停止した識別情報とは異なる識別情報を仮
停止させる識別情報変更演出（例えば、図１０４（Ｄ）（Ｅ）や図１０５（Ｄ）（Ｅ）に
示す変動）を実行する手段を含み、可変表示パターン決定手段は、識別情報を予め定めら
れた特殊組み合せで仮停止させた後に再可変表示態様を行ってから特定の識別情報の組み
合せが停止する期待度の高いことを示す特殊なパターンに移行する第１可変表示パターン
と、識別情報を予め定められた特殊組み合せで仮停止させた後に再可変表示態様を行うこ
となく特殊なパターンに移行する第２可変表示パターンと、を決定可能であることを特徴
とする。仮停止している一部の識別情報が再変動したことで、遊技者は再変動が継続され
ることを認識でき、興趣の向上が図れる。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明による他の遊技機は、始動条件の成立（例えば、始動入賞口１４に入賞すること
）にもとづいて各々を識別可能な複数種類の識別情報（例えば左・中・右の飾り図柄）を
可変表示可能な複数の可変表示部（例えば、左・中・右の表示領域）を有する可変表示装
置（例えば可変表示装置９）を備え、全ての可変表示部において可変表示が終了して識別
情報が停止したときに、特定の識別情報の組み合せ（例えば大当り図柄）が停止したこと
にもとづいて遊技者にとって有利な特定遊技状態（例えば大当り遊技状態）に移行させる
遊技機（例えばパチンコ遊技機１）であって、特定遊技状態に移行させるか否かを識別情
報を停止させる以前に決定する事前決定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ
５６０におけるステップＳ５７～Ｓ５９を実行する部分）と、事前決定手段の決定にもと
づいて、可変表示装置における識別情報の可変表示パターンを決定する可変表示パターン
決定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０におけるステップＳ２０１～
Ｓ２０７を実行する部分）と、可変表示パターン決定手段が決定した可変表示パターンに
もとづいて、可変表示装置の識別情報を可変表示させ、その後停止させる表示制御手段（
例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００）と、を備え、可変表示パターン決定手
段は、識別情報の可変表示を開始させてから識別情報を仮停止させた後、仮停止させた識
別情報の可変表示を再開させる再可変表示態様（例えば擬似連続変動）を１回または複数
回行うことに対応した可変表示パターンである複数回可変表示パターン（例えば、擬似連
続変動を含む変動パターン）を決定可能であって、表示制御手段は、全ての可変表示部の
識別情報の可変表示を開始させる可変表示開始手段（例えば、演出制御用マイクロコンピ
ュータ１００におけるステップＳ８０１の飾り図柄変動開始処理を実行する部分）と、可
変表示する各々の可変表示部毎に識別情報を時間差をもって仮停止させ、その後仮停止し
た全ての可変表示部の識別情報を停止させる識別情報停止手段（例えば、演出制御用マイ
クロコンピュータ１００におけるステップＳ８０３の飾り図柄変動停止処理を実行する部
分）と、可変表示パターンが決定した複数回可変表示パターンにもとづいて、可変表示部
のうち最後に識別情報が仮停止する最終仮停止可変表示部（例えば、可変表示装置９にお
ける中の表示領域）を除く可変表示部の少なくとも一部において、当該可変表示部に識別
情報停止手段が識別情報を仮停止させる前の所定のタイミングから、通常可変表示態様（
例えば、図１０７（Ｄ）（Ｅ）に示す態様）、または、当該通常可変表示態様と一部のみ
が共通する特定可変表示態様（例えば、図１０８（Ｄ）～（Ｆ）に示す態様や図１０９（
Ｄ）～（Ｇ）に示す態様）で可変表示を行う可変表示態様実行手段（例えば、演出制御用
マイクロコンピュータ１００がステップＳ８０２の飾り図柄変動中処理にて通常可変表示
態様や特定可変表示態様で可変表示を実行する部分）と、可変表示態様実行手段により通
常可変表示態様で可変表示が実行された場合と、特定可変表示態様で可変表示が実行され
た場合と、で当該可変表示が実行された可変表示部に異なる識別情報を仮停止させる仮停
止手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００が通常可変表示態様では、図１
０７（Ｄ）（Ｅ）に示すように、「５」から右図柄をスロー表示させて「７」を仮停止さ
せ、また、特定可変表示態様では、図１０８（Ｄ）～（Ｆ）や図１０９（Ｄ）～（Ｇ）に
示すように、「５」から右図柄をスロー表示させて「８」を仮停止させる部分）と、可変
表示態様実行手段により特定可変表示態様で可変表示が実行され、仮停止手段により可変
表示部に識別情報が仮停止された後、識別情報の可変表示を再開させる再可変表示手段（
例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００がステップＳ１２１２、Ｓ１２１６、Ｓ
１２１８にて決定した仮停止図柄を仮停止させた後に擬似連変動を実行する部分）と、を
備え、可変表示パターン決定手段は、再可変表示態様の回数が多い程、特定遊技状態に移
行される割合が高くなる（例えば、擬似連続変動は最大４回まで実施され、擬似連続変動
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を含む変動パターンでは、擬似連続変動の回数が多いほど大当りの発生する割合が高くな
る）ように、複数回可変表示パターンを決定し、特定可変表示態様は、所定のタイミング
から通常可変表示態様（例えば、図１０７（Ｃ）示すように、まず左図柄「７」を停止さ
せ、図１０７（Ｄ）に示すように、右図柄「５」から変動の速度を落とした上で、図１０
７（Ｅ）に示すように、４コマ後の右図柄「７」を停止させる可変表示態様）と共通する
態様で可変表示が実行された後に、特殊な態様で可変表示が実行される可変表示態様（例
えば、図１０８（Ｄ）に示すように、右図柄「５」から変動の速度を落として、図１０８
（Ｅ）に示すように、右図柄「７」では仮停止せずにすべる可変表示態様）であって、仮
停止手段は、通常可変表示態様で可変表示が実行された場合は、最終仮停止可変表示部を
除く可変表示部の識別情報を仮停止させた時点でリーチ状態を形成する識別情報を仮停止
させ（例えば、図１０７（Ｅ）に示すようにリーチ状態とする）、特定可変表示態様で可
変表示が実行された場合は、特殊な態様での可変表示が実行された後、最終仮停止可変表
示部を除く可変表示部の識別情報を仮停止させた時点でリーチ状態を形成しない識別情報
を仮停止させ（例えば、図１０８（Ｅ）に示すように、右図柄「７」では仮停止せずにす
べって、図１０８（Ｆ）に示すように、右図柄「８」で仮停止する）、可変表示パターン
決定手段は、識別情報を予め定められた特殊組み合せで仮停止させた後に再可変表示態様
を行ってから特定の識別情報の組み合せが停止する期待度の高いことを示す特殊なパター
ンに移行する第１可変表示パターンと、識別情報を予め定められた特殊組み合せで仮停止
させた後に再可変表示態様を行うことなく特殊なパターンに移行する第２可変表示パター
ンと、を決定可能であることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明による他の遊技機は、始動条件の成立（例えば、始動入賞口１４に入賞すること
）にもとづいて各々を識別可能な複数種類の識別情報（例えば左・中・右の飾り図柄）を
可変表示可能な複数の可変表示部（例えば、左・中・右の表示領域）を有する可変表示装
置（例えば可変表示装置９）を備え、全ての可変表示部において可変表示が終了して識別
情報が停止したときに、特定の識別情報の組み合せ（例えば大当り図柄）が停止したこと
にもとづいて遊技者にとって有利な特定遊技状態（例えば大当り遊技状態）に移行させる
遊技機（例えばパチンコ遊技機１）であって、特定遊技状態に移行させるか否かを識別情
報を停止させる以前に決定する事前決定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ
５６０におけるステップＳ５７～Ｓ５９を実行する部分）と、事前決定手段の決定にもと
づいて、可変表示装置における識別情報の可変表示パターンを決定する可変表示パターン
決定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０におけるステップＳ２０１～
Ｓ２０７を実行する部分）と、可変表示パターン決定手段が決定した可変表示パターンに
もとづいて、可変表示装置の識別情報を可変表示させ、その後停止させる表示制御手段（
例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００）と、を備え、可変表示パターン決定手
段は、識別情報の可変表示を開始させてから可変表示部の識別情報を仮停止させた後、仮
停止させた識別情報の可変表示を再開させる再可変表示態様（例えば擬似連続変動）を１
回または複数回行うことに対応した可変表示パターンである複数回可変表示パターン（例
えば、擬似連続変動を含む変動パターン）を決定可能であって、表示制御手段は、全ての
可変表示部の識別情報の可変表示を開始させる可変表示開始手段（例えば、演出制御用マ
イクロコンピュータ１００におけるステップＳ８０１の飾り図柄変動開始処理を実行する
部分）と、可変表示する各々の可変表示部毎に識別情報を時間差をもって仮停止させ、そ
の後仮停止した全ての可変表示部の識別情報を停止させる識別情報停止手段（例えば、演
出制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ８０３の飾り図柄変動停止処理
を実行する部分）と、可変表示パターンが決定した複数回可変表示パターンにもとづいて



(8) JP 2010-234131 A5 2012.3.15

、可変表示部のうち最後に識別情報が仮停止する最終仮停止可変表示部（例えば、可変表
示装置９における中の表示領域）を除く可変表示部の少なくとも一部において識別情報が
仮停止してから最終仮停止可変表示部に識別情報が仮停止するまでの間に、一部の可変表
示部において仮停止した識別情報の可変表示を再開させ、その後当該仮停止した識別情報
とは異なる識別情報を仮停止させる識別情報変更演出（例えば、すべり演出）を実行する
識別情報変更手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００がステップＳ１２１
４にて決定した図柄からステップＳ１２１６にて決定した図柄に変更するすべり演出を実
行する部分）と、識別情報変更手段により識別情報変更演出が実行された後、識別情報の
可変表示を再開させる再可変表示手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００
がステップＳ１２１２、Ｓ１２１６、Ｓ１２１８にて決定した仮停止図柄を仮停止させた
後に擬似連変動を実行する部分）と、を備え、可変表示パターン決定手段は、再可変表示
態様の回数が多い程、特定遊技状態に移行される割合が高くなる（例えば、擬似連続変動
は最大４回まで実施され、擬似連続変動を含む変動パターンでは、擬似連続変動の回数が
多いほど大当りの発生する割合が高くなる）ように、複数回可変表示パターンを決定し、
識別情報変更手段は、最終仮停止可変表示部を除く可変表示部の識別情報を仮停止させた
時点でリーチ状態を形成し、当該リーチ状態を形成する一部の可変表示部において仮停止
した識別情報の可変表示を再開させ、その後当該仮停止した識別情報とは異なる識別情報
を仮停止させる識別情報変更演出（例えば、図１０４（Ｄ）（Ｅ）や図１０５（Ｄ）（Ｅ
）に示す変動）を実行する手段を含み、表示制御手段は、可変表示パターンが決定した複
数回可変表示パターンにもとづいて、識別情報変更演出を実行せずに再可変表示態様を１
回または複数回実行する再可変表示態様実行手段と、可変表示パターンが決定した複数回
可変表示パターンにもとづいて可変表示を実行するときには、識別情報変更演出を実行す
るか否かに応じて、可変表示再開前に仮停止させる識別情報を決定する手段と、をさらに
備えることを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明による他の遊技機は、始動条件の成立（例えば、始動入賞口１４に入賞すること
）にもとづいて各々を識別可能な複数種類の識別情報（例えば左・中・右の飾り図柄）を
可変表示可能な複数の可変表示部（例えば、左・中・右の表示領域）を有する可変表示装
置（例えば可変表示装置９）を備え、全ての可変表示部において可変表示が終了して識別
情報が停止したときに、特定の識別情報の組み合せ（例えば大当り図柄）が停止したこと
にもとづいて遊技者にとって有利な特定遊技状態（例えば大当り遊技状態）に移行させる
遊技機（例えばパチンコ遊技機１）であって、特定遊技状態に移行させるか否かを識別情
報を停止させる以前に決定する事前決定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ
５６０におけるステップＳ５７～Ｓ５９を実行する部分）と、事前決定手段の決定にもと
づいて、可変表示装置における識別情報の可変表示パターンを決定する可変表示パターン
決定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０におけるステップＳ２０１～
Ｓ２０７を実行する部分）と、可変表示パターン決定手段が決定した可変表示パターンに
もとづいて、可変表示装置の識別情報を可変表示させ、その後停止させる表示制御手段（
例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００）と、を備え、可変表示パターン決定手
段は、識別情報の可変表示を開始させてから識別情報を仮停止させた後、仮停止させた識
別情報の可変表示を再開させる再可変表示態様（例えば擬似連続変動）を１回または複数
回行うことに対応した可変表示パターンである複数回可変表示パターン（例えば、擬似連
続変動を含む変動パターン）を決定可能であって、表示制御手段は、全ての可変表示部の
識別情報の可変表示を開始させる可変表示開始手段（例えば、演出制御用マイクロコンピ
ュータ１００におけるステップＳ８０１の飾り図柄変動開始処理を実行する部分）と、可
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変表示する各々の可変表示部毎に識別情報を時間差をもって仮停止させ、その後仮停止し
た全ての可変表示部の識別情報を停止させる識別情報停止手段（例えば、演出制御用マイ
クロコンピュータ１００におけるステップＳ８０３の飾り図柄変動停止処理を実行する部
分）と、可変表示パターンが決定した複数回可変表示パターンにもとづいて、可変表示部
のうち最後に識別情報が仮停止する最終仮停止可変表示部（例えば、可変表示装置９にお
ける中の表示領域）を除く可変表示部の少なくとも一部において、当該可変表示部に識別
情報停止手段が識別情報を仮停止させる前の所定のタイミングから、通常可変表示態様（
例えば、図１０７（Ｄ）（Ｅ）に示す態様）、または、当該通常可変表示態様と一部のみ
が共通する特定可変表示態様（例えば、図１０８（Ｄ）～（Ｆ）に示す態様や図１０９（
Ｄ）～（Ｇ）に示す態様）で可変表示を行う可変表示態様実行手段（例えば、演出制御用
マイクロコンピュータ１００がステップＳ８０２の飾り図柄変動中処理にて通常可変表示
態様や特定可変表示態様で可変表示を実行する部分）と、可変表示態様実行手段により通
常可変表示態様で可変表示が実行された場合と、特定可変表示態様で可変表示が実行され
た場合と、で当該可変表示が実行された可変表示部に異なる識別情報を仮停止させる仮停
止手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００が通常可変表示態様では、図１
０７（Ｄ）（Ｅ）に示すように、「５」から右図柄をスロー表示させて「７」を仮停止さ
せ、また、特定可変表示態様では、図１０８（Ｄ）～（Ｆ）や図１０９（Ｄ）～（Ｇ）に
示すように、「５」から右図柄をスロー表示させて「８」を仮停止させる部分）と、可変
表示態様実行手段により特定可変表示態様で可変表示が実行され、仮停止手段により可変
表示部に識別情報が仮停止された後、識別情報の可変表示を再開させる再可変表示手段（
例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００がステップＳ１２１２、Ｓ１２１６、Ｓ
１２１８にて決定した仮停止図柄を仮停止させた後に擬似連変動を実行する部分）と、を
備え、可変表示パターン決定手段は、再可変表示態様の回数が多い程、特定遊技状態に移
行される割合が高くなる（例えば、擬似連続変動は最大４回まで実施され、擬似連続変動
を含む変動パターンでは、擬似連続変動の回数が多いほど大当りの発生する割合が高くな
る）ように、複数回可変表示パターンを決定し、特定可変表示態様は、所定のタイミング
から通常可変表示態様（例えば、図１０７（Ｃ）示すように、まず左図柄「７」を停止さ
せ、図１０７（Ｄ）に示すように、右図柄「５」から変動の速度を落とした上で、図１０
７（Ｅ）に示すように、４コマ後の右図柄「７」を停止させる可変表示態様）と共通する
態様で可変表示が実行された後に、特殊な態様で可変表示が実行される可変表示態様（例
えば、図１０８（Ｄ）に示すように、右図柄「５」から変動の速度を落として、図１０８
（Ｅ）に示すように、右図柄「７」では仮停止せずにすべる可変表示態様）であって、仮
停止手段は、通常可変表示態様で可変表示が実行された場合は、最終仮停止可変表示部を
除く可変表示部の識別情報を仮停止させた時点でリーチ状態を形成する識別情報を仮停止
させ（例えば、図１０７（Ｅ）に示すようにリーチ状態とする）、特定可変表示態様で可
変表示が実行された場合は、特殊な態様での可変表示が実行された後、最終仮停止可変表
示部を除く可変表示部の識別情報を仮停止させた時点でリーチ状態を形成しない識別情報
を仮停止させ（例えば、図１０８（Ｅ）に示すように、右図柄「７」では仮停止せずにす
べって、図１０８（Ｆ）に示すように、右図柄「８」で仮停止する）、表示制御手段は、
可変表示パターンが決定した複数回可変表示パターンにもとづいて、特定可変表示態様で
可変表示を実行せずに再可変表示態様を１回または複数回実行する再可変表示態様実行手
段と、可変表示パターンが決定した複数回可変表示パターンにもとづいて可変表示を実行
するときには、特定可変表示態様で可変表示を実行するか否かに応じて、可変表示再開前
に仮停止させる識別情報を決定する手段と、をさらに備えることを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】


	header
	written-amendment

